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１．はじめに	 

	 特定非営利活動法人（以下「NPO	 法人」という。）北海道環境カウンセラー協会は、平成29

年度環境カウンセラー研修開催業務仕様書（以下「業務仕様書」という。）に基づき、本研修の

企画・運営を行った。この報告書は、実施した業務内容を報告するものである。	 

	 

２．業務の目的	 

本業務は、環境保全に関する豊富な知識や経験を持ち、環境保全活動に取り組もうとする市

民や事業者の相談に対応するとともに、自ら環境保全活動を実践し、環境パートナーシップづ

くりをすることを期待される人材（環境カウンセラー）を対象として、環境カウンセラーとし

ての資質・能力の向上や情報交流による環境カウンセラー間のパートナーシップ形成を図るこ

と等を趣旨として開催する「環境カウンセラー研修」（以下、「研修」という。）について、より

効果的に行うための検討、企画、調整等の業務及び、研修を運営することを目的とする。	 

	 

３．業務の内容	 

（１）研修の企画・調整及び事前準備	 

①	 研修プログラムの検討・作成	 

	 ア）業務仕様書に基づき、研修会午前の部として、受講者全員（定員５０名程度）を対象

とした基調講演（一般公開とする）について検討した。その結果、環境保全施策の最

新動向を踏まえ、「ＳＤＧs」をサブテーマとすることとした。さらに、主要テーマ

であるＥＳＤの視点（相手に気付かせる、考えさせる、行動に移させる）を取り

入れた「ファシリテーション技術の向上」を考慮し、参加する環境カウンセラー

が、グループワークの進行を行うスタイルとすることとし、講師候補を選定し、実

施計画（案）を作成した。	 

	 

	 イ）業務仕様書に基づき、研修会午後の部のグループワークのプログラムを検討し、午前

の部の内容を踏まえつつ、主要テーマであるＥＳＤの視点（相手に気付かせる、考え

させる、行動に移させる）を取り入れた「ファシリテーション技術の向上」につい

て、講師候補を選定し、講演と実習を組み込んだ実施計画（案）を作成した。	 

	 

②	 講演テーマの設定及び講師依頼	 

研修の実施計画（案）について、事務所担当者と協議した結果、業務の目的に合致した

計画であるとの評価を得、基調講演・グループワークのテーマについて、事務所担当者と

協議の上設定した。選定していた講演およびグループワークの候補者に、講演の依頼を行

い、快諾していただき、その後、メールと対面による事前の打合せを行った。	 

	 ・講師	 

基調講演：札幌市環境局環境都市推進部環境計画課調査担当係長	 佐竹輝洋氏	 

グループワーク：環境省北海道環境パートナーシップオフィス	 溝渕清彦氏 
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③	 研修会場の確保	 

研修会場は、参加者の利便性を考慮し、札幌駅前にある公共施設「札幌エルプラザ」2

階の環境研修室を利用することとした。	 

	 

④	 プログラムの確定、資料及びアンケートの作成	 

講師と会場が確定したのを受け、研修の実施計画（案）と基調講演のテーマをもとに、

本プログラムを確定した。	 

10:00〜10:10	 

(10 分)	 

開会・オリエンテーション	 

	 主催者挨拶	 環境省北海道地方環境事務所	 

	 	 環境対策課	 課長	 遊佐	 秀憲	 

午前の部	 
10:10〜12:00	 

(110 分)	 

基調講演（一般公開）	 

「SDGs って何だろう？〜なぜ、国、自治体、企業が取り組もう

としているのか？」	 

札幌市環境局環境都市推進部環境計画課調査担当係長 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 佐竹	 輝洋	 様	 

	 12:00〜13:00	 

(60 分）	 

昼食・休憩	 

講義と実習	 

「SDGsについて、ともに考えるファシリテーション技術」	 

講師／ファシリテーター	 	 

北海道環境パートナーシップオフィス/北海道ESD活動支援

センター	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 溝渕	 清彦	 様	 

ファシリテーターの役割、準備、意見や気づきを引き出す「問

い」「プログラム」についてなど、さまざまな場面で役立つ

「ファシリテーション技術の向上」について学び、体験する。	 	 
	 

休憩（5 分間）	 

実践研修のふりかえり〜自分は何は変わったか（３０分）	 	 

出席者各自による発表	 

13:00〜16:40	 

(210 分)	 

まとめ（10 分）	 

午後の部	 

16:40〜16:45	 

	 

閉会式〈修了証交付〉、アンケートの記入等	 

解散	 

	 

研修に使用する資料及びアンケートについては、講演講師及び北海道地方環境事務所と

内容を調整し、作成した。	 
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（２）研修当日の運営	 

①	 会場の設営、受付事務	 

会場に必要な機材、資料を搬入し、機材の調整、受付の設置、研修会場の机の並べ替え、

資料配付等を行った。また、研修出席者の受付を行い、出席者名簿に基づいて、当日の出

席予定者の出欠状況の確認を行った。	 

	 

②	 研修の進行管理等	 

研修会場での進行管理及び講師接遇を行った。また、研修会終了後、受講者に対してア

ンケートを実施した。	 

	 

③	 実績報告書作成のための記録等	 

研修状況の写真撮影、研修内容の録音、研修教材等資料の収集整理を行った。	 

	 

（３）研修の開催	 

■10:00〜10:10	 

	 開会・オリエンテーション・主催者挨拶	 

	 	 司会	 

環境省北海道地方環境事務所	 環境対策課	 企画係	 矢吹	 育夫	 氏	 

主催者挨拶	 	 

環境省北海道地方環境事務所	 環境対策課	 課長	 遊佐	 秀憲	 氏	 

	 

皆さん、おはようございます。本日はご多忙のところお集ま

りいただきまして誠にありがとうございます。	 

このカウンセラー研修ですが、平成８年度より始まりまして、

それに合わせまして登録制度ということで、平成 29 年度の今日

まで行っております。全国の登録者数は、3,300 名を超えてお

ります。北海道の登録者数は、現時点では 74 名となっておりま

す。多くの方々に、長年にわたりご協力をいただきまして、あ

りがとうございます。環境カウンセラーといえば、地方、市町

村における環境の専門的な立場で、町の人たちのお役になっているということで私も認識してお

ります。	 

さて、今年度のテーマですが、ESD の視点から、相手に気づかせる、考えさせる、行動に移さ

せる、ということで、それを取り上げた SDGs。そしてそれを合わせましたファシリテーション技

術の向上ということを主要テーマとして、今回は皆さんに議論をしてもらいたいと思っておりま

す。環境カウンセラーの皆様におかれましては、日頃より環境保全施策の最新動向や環境保全活

動に際し、最新情報収集に努められていると思いますが、相談対応において情報の一方的な伝達

になってしまうことも、しばしばあるかと思います。この研修では、どのように情報を伝え、相

手に伝わるのか。伝えるためにはどのような話し方があるのか、などについて考えていただきま

す。そして、そのきっかけとなればと思っております。	 
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本日は、札幌市環境計画課の調査担当係長の佐竹様より、SDGs についてご講演をいただきます。

持続可能な開発目標の略称である SDGs は、環境省の重点目標のひとつでもあります。この講演は、

これから取り組む自治体や企業の方々にとって、そして、住民の方たちにとっても、非常に、参

考になると考えております。これまで取り組んでいただいている ESD の取り組み、そして、これ

から取り組んでいただく SDGs においても、環境カウンセラーの皆様には、自らの経験を生かした

地域の環境保全活動への積極的なご参加・ご助言などをいただき、地域の環境パートナーシップ

の形成に寄与していただくことが重要であると考えております。	 

本日の研修が、皆さまにとって少しでもお役に立ち、各地域において、持続可能な社会づくり

の輪が広がっていくことを祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日はよろしく

お願いいたします。	 

	 

■10:10〜12:00【基調講演】	 

	 基調講演（一般公開）	 	 

	 「SDGs って何だろう？〜なぜ、国や自治体・企業は、取り組もうとしているのか〜」	 

	 札幌市環境局環境都市推進部環境計画課調査担当係長	 佐竹輝洋様	 

	 

○司会	 改めましておはようございます。北海道環境カウンセラー

協会の江本でございます。	 

	 皆さまのお手元のカラーの資料が、今回の基調講演の資料になり

ます。今回は札幌市環境局環境都市推進部環境計画課調査担当係長

の佐竹様より「SDGs って何だろう？－なぜ、国や自治体・企業は、

取り組もうとしているのか－」という演題で、ご講演をお願いいた

します。では佐竹様、よろしくお願いいたします。	 

	 

○佐竹	 皆さんおはようございます。ただ今紹介に預かりました、

札幌市環境局環境都市推進部環境計画課の佐竹と申します。本日は

よろしくお願いいたします。	 

そもそも何故、市役所の人間が SDGs、国連の目標について話をす

るのかというところで、少し自己紹介を含めながらお話させていた

だきます。札幌市の環境局に、2004 年に就職して、そこからずっと

環境対策を担当しておりまして、現在、第 2 次札幌市環境基本計画

という計画を作っています。その計画自体は来年度 2018 年度から

2030 年度までの札幌市の環境ということで、温暖化や廃棄物、生物多様性といったものの総合計

画を作っているのですが、その中にこの SDGs を位置付けていこう、国連、世界の目指す目標に、

札幌市も取り組んでいくんだ、計画に位置付けてこれから進めていこうということで、この SDGs

について勉強もしつつ、更にはどう活用できるのかも含めていま色々取り組んでいるということ

もありまして、今回お話させていただくこととなりました。	 
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国連持続可能な開発目標（SDGs）には 17 のゴールがある	 

この「国連持続可能な開発目標（SDGs）」は、2015 年の９月に国連で採択されたもので、日本

語の文書の名前としては「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」と

いうもので、その中にこの目標が位置付けられています。内容は、１番から 17 番までのアイコン

がありますが、17 個のゴール。それから 169 個のターゲットというものがあります。別紙に、外

務省が作った国際協力 NGO のためのガイドブックの後ろに付いている参考資料を付けさせていた

だいております。目標が全部で 17 個、その左側にターゲット、これがいわゆる取り組みですね。

どういう具体的な取り組みをしていくのか。更にその右側、指標と書いてあるのですが、ではそ

のターゲットに対してそれぞれの国ないしはその自治体が、それを評価していくための指標も作

られていまして、これが全部で 230 個あります。	 

	 

SDGs 採択までの経緯	 

	 持続可能な社会を作っていこうという形で世界で議論され始めるきっかけとなったのは、1992

年に開かれた「環境と開発に関する国際連合会議」いわゆる「地球サミット」です。こちらで「ア

ジェンダ 21」というものが合意されました。各地方などでもローカルアジェンダを作ろうという

動きが生まれたのがこの会議です。特にこの会議は、気候変動枠組条約、生物多様性条約の提起、

署名の開始というものが始まったということで、地球規模での課題に世界中が取り組もうという

きっかけとなりました。2000 年に国連のミレニアム・サミットが国連本部で開催され、世界全体

でこの持続可能な社会のために取り組んでいこうと、「ミレニアム開発宣言」が採択されました。

その後、2000 年から 2015 年までの「ミレニアム開発目標」（MDGs）というものができました。	 

	 2002 年に「リオ＋10」、リオデジャネイロで開かれた地球サミットから 10 年後の会議。またそ

の 10 年後に「リオ＋20」、国連持続可能な開発会議が開かれて、ミレニアム開発目標の次の目標、

今回の SDGs の設定について議論が始まりました。それ以外に持続可能な開発に関するハイレベル

政治フォーラムの創設などがあり、世界全体で議論が行われて、2015 年の会議において SDGs が

採択されたという歴史があります。	 

	 

SDGs 採択の背景	 

今回その SDGs が採択された背景は、３つ。まず１つが、先ほどお話しした 2000 年に採択され

たミレニアム開発目標（以下、MDGs）。この MDGs は、どちらかというと途上国向けに作られた目

標で、全部で８つの目標と 21 のターゲットで構成されていました。貧困や飢餓を無くそうという

目標、ジェンダー目標などもあった取り組みだったので、先進国の方では認識が薄い状態でした。

さらに、この MDGs によって、例えば貧困を無くそうという目標については、この 2000 年頃から

今まで確かに貧困は少なくなりましたが、逆に課題として出たのはその貧困の差です。富裕層が

よりお金を持つようになって、貧しい人たちはどんどん貧しくなるという格差が出来てしまった

というような背景もあります。	 

二つめが地球システムの限界ということ。気候変動の問題は、世界全体の平均気温が 0.8℃と、

１℃近く上がっているということ。その影響で、台風やハリケーンなどの被害が既に出始めてい

るということ。また、現在の急速な人口増加、いま世界で毎年約 8,300 万人ほど人口が増えてい
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ると言われています。現在 76 億人の世界人口がさらに 2030 年には 86 億人、2050 年には 98 億人

となっていくと予想される中、食料や資源をどうやって地球１個で持ち堪えていくのかというよ

うなことがあって、これはもう世界全体で取り組まなければいけないだろうということ。	 

三つめは現代社会における対応の必要性ということで、格差の拡大もありますが、個人の情報

伝達速度、量の劇的変化。特にインターネットなどは世界全体で約 30 億人ユーザーがいると言わ

れていますし、携帯電話に至っては途上国を含めて世界全体に行き渡っていて、約 70 億人の利用

者がいると言われています。とにかく、個人がたくさんの情報を気軽に得ることが出来るという

時代において、どうやってこの世界を守っていかなければならないかということで、こういった

目標が掲げられています。	 

先ほど貧困の格差という話をしましたが、世界全体の

富・資産のうち、約８割は世界の高所得者の 20％で分配

されていると言われています。そうなると、一番下の

20％の人たちというのが、先ほど目標に出てきた１日

1.25 ドル、１日 150 円にも満たない金額で生活している

というような人たち、アフリカ地域で暮らす人たちの貧

困が、まだ問題として残っているという現状があります。

こういった格差が出てきているということ。	 

	 

持続可能って何だろう	 

サステイナブル（sustainable）、持続可能とは、辞書で引くと「環境や社会・経済などが将来

にわたって適切に維持・保全され発展できること」という形で出てきます。英語で、サステイン

（sustain）維持するという言葉と、エイブル（able）何々出来るという言葉が合わさって出来た

のが、この持続可能という言葉です。更にそのサステインを分解すると、サス（sus）は下にとい

う意味で、サスペンションなどのサス。テイン（tain）というのは掴んで離さないという意味で、

下から支えて踏ん張って離れないということで、例えば家の柱や橋、そういったイメージを持っ

ていただければと思います。とにかく何かをずっと継続するというよりは、支えていく。世界全

体を支えていくというのが持続可能という意味に含まれている言葉です。	 

一方、1970 年を基準とした時の淡水域、陸、海に棲んでいる生き物の種類の変化から、世界全

体の様子を見ていくと、生き物が絶滅しているという状態があります。地球規模で考えた時に、

もうひとつエコロジカル・フットプリントという考え方があるのですが、地球全体で生物が生き

られるキャパシティーというのがあって、人間が出している二酸化炭素を地球が木や海や土で吸

収出来るキャパシティーを、今の生活はとっくに超えてしまっている。大体今、地球 1.5 個分で

今の人口を維持している。先ほど言ったような人口増加というものもあって、これから地球はど

うなっていくのかと考えていかなければいけないという時代に来ているという問題があります。	 

	 

SDGs の特徴	 

	 そこで、この SDGs というものが作られたのですが、特徴を少しお話したいと思います。まず、

2030 年に向けた世界の目標です。MDGs の課題を踏まえて、先進国を含む全ての国が参加・適応さ
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れるものとなっていますので、エネルギーや気候変動、それ以外にも持続可能な街づくりなどと

いった目標がこの SDGs の中には入っています。その理念としては「誰も取り残さない	 No	 one	 

will	 be	 left	 behind」という考え方です。これも MDGs で貧困の格差が出来てしまったという課

題を踏まえています。「全ての人々が同じ目標に向かって世界全体を持続可能にしていきます」と

いう目標も掲げられています。もうひとつが５つの“Ｐ”。「人間、地球、繁栄、平和、パートナ

ーシップ」という理念を持って、世界全体を持続可能にしていきましょうという考え方です。	 

また、もうひとつ、バックキャスティングによる目標設定というものがあります。通常の世界

では、ほとんどが積み上げ目標です。パリ協定も、各国に 2020 年以降の温暖化対策の目標を作っ

て、それを提出してくだいということで各国に任せています。各国はじゃあこれくらいなら出来

るかな、日本だったら 2013 年比 26％行けるかなみたいなものを出す。パリ協定はそれを全部か

き集めたとしても、まだ今世紀末までに気温上昇を２℃以内に抑えるという目標に達していない

という状況です。積み上げだとなかなかうまく行かないということもあって、SDGs は、まず 2030

年の目標を設定してしまっています。そこに対して、とにかくいいから各国が頑張れということ

で、設定されています。ですから、この中には結構過激な目標、例えばいま世界全体で問題にな

っているフードロス、食品ロスを 2030 年までに半分にするというような目標や、マラリアという

病気を撲滅するということまで言っています。それはどこにも根拠は無いのです。どこにも根拠

は無いけれども、とにかくやるぞということで設定している目標です。	 

４番目としては、計画の検討や政策ツールとして通用させることが出来るというもの。これは

あとで説明させていただきます。	 

	 

SDGs の特徴：色々な連鎖、連環をもって同時達成で解決していこう	 

この SDGs は 17 個も目標があって複雑で、なぜこんなにバラバラとしているのか。今まで環境

や経済、社会というものが別々に考えられてきました。例えば温暖化対策を進めると、それに対

して企業のコストがかかってしまって、経済がどんどん収縮してしまうのではないかと言われて

きました。けれども、最近は CO2を削減しても GDP などが伸びて、経済成長は伸びていきますと

いうような、経済と環境の統合というものが見られるようになってきました。そういった考え方

で、それぞれ環境、経済、社会というものを一緒のものとして考えていこうというような仕組み

になっています。特にその課題の連鎖、この現代社会の課題は複雑に絡み合っていて、例えばい

ま気候変動の影響がどんどん大きくなり、気温が上昇していて、そうすると水害や農作物の不作

といったものが起きてくる。途上国では、作物が取れない、洪水があるということで、どんどん

貧困が悪化してしまう、雇用の喪失が出てしまう。シリアの難民問題の一部は気候変動が影響し

ているという分析もありますが、そういった内戦やテロの増加が起きる。そしてまたさらに貧困

の拡大、格差拡大が起きます。こんな所にもう住んでいられないよと、移民が増加してくる。移

民は、貧しい土地から都市の方に移っていく。都市の人口増加が起きると、やはりそこで豊かな

生活をしたいということでエネルギー消費が拡大する。そうすると気候変動に影響が出てしまう

というような、負の連鎖が起きているという状態です。これを解決するためにたくさんの目標を

作って、さらにそれを連鎖させて世界全体で色々な連鎖、連環をもって解決していこうというの

が、この SDGs の特徴です。	 
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例えばフードロス。小売り消費レベルにおける世界全体の１人当たりの食品の廃棄を半減させ

よう、食品ロスを減少させよう。これを達成するには、高いレベルの経済生産性。特に食品のロ

スは食べ残しだけじゃなくて、要は無駄に作ってしまう、そこにやはりコストがかかってくるの

で、出来るだけ効率的に、お金を投資することなく需要と供給のバランスをうまく取って廃棄を

少なくすれば、そこにかかるコストが削減されて、より新たな投資に使えるということで経済生

産性も向上します。あとは気候変動です。廃棄されてしまう食べ物が燃やされて CO2 が出ること

を解決することもできる。さらには、上手く需要と供給のバランスが取れて先進国、途上国すべ

てにちゃんと資源、食品が渡るようにできれば、飢餓の撲滅にも繋がります。そういった食品半

減を世界全体でやっていこうというと、それに対して皆さんが知識を持たなければいけない。ま

ず教育の方もしっかりやっていかなければいけない。ここにもパートナーシップ、インフラの改

善などありますが、色々な物事にそういった 1 つの目標が様々なゴールに関連していって、同時

達成を目指すことが出来るというのが、この SDGs の最も大きな特徴だと思います。	 

	 

SDGs の特徴：指標によって、取り組みが評価できる	 

もうひとつ SDGs の特徴として、17 のゴール 160 のターゲット、そして 230 の指標（インディ

ケーター）という三層構造になっています。この指標があるからこそ、各国や各企業の持続的な

取り組みを評価することができるようになります。こちらは国連の関連機関とドイツのベルテル

スマン財団が、2016 年からこの SDGs インデックス&ダッシュボードで、先ほどの世界百数十ヵ国

の評価をしています。2017 年日本は 11 位でした。まあまあいい感じですね。ただしこれは、昨

年 2016 年は 18 位だったので、そこからポイントを上げてきたということになります。先ほどの

17 のゴールと指標をもって、どこが強いどこが弱いみたいなものを評価しています。特に日本は、

教育や経済というのは緑で、大体クリアしていますよとなっていますが、例えば５番のジェンダ

ー平等や、資源、持続可能な生産と消費、気候変動といったところがまだ出来ていませんよとい

う、強み弱みが見えてくる。特にジェンダー平等は、みなさんやっぱりなと思うかもしれません

が、色々な評価項目があって、例えば国会議員に占める女性議員の割合みたいなものも、この評

価の 1 つに入りますが、先進国の中でも日本は最低レベルです。因みに、やはり北欧が上の方を

占めているのですが、１位がスウェーデンとなっています。	 

まず先に、国がなぜ取り組むのかというのは、まさに先ほどの評価の部分が１つあります。他

にも理由があるので後でご説明しますが、日本においてもやはりこの SDGs 達成に向けて取り組ん

でいこうという動きがあります。SDGs	 は 2015 年に採択されましたが、実は日本は取り組むのが

少しゆっくりだったのです。2016 年 12 月に国としての実施指針を策定して、翌年 6 月にどうい

った取り組み状況になっているのか報告が行われている状態です。SDGs 実施指針は国が取り組も

うとしている指針になり、８つの優先課題を設定しています。まず①があらゆる人々の活躍の推

進、②が健康・長寿の達成、③が経済成長市場の創出、④が持続可能で強靭な国土、インフラ整

備、⑤が環境で省エネルギー、再生可能エネルギー、気候変動、循環型社会。それと、生物多様

性、森林保全。あとはパートナーシップ的なところですね、平和や安全、安心社会の実現。そし

て SDGs 実施推進の体制と手段。こういった優先課題に対してしっかり取り組んでいこうと、関係

省庁からとにかくこれに絡むものの施策を出すようにということで、全部で 140 個の施策を具体
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的な指標と共に掲げて、2030 年までにどうやって取り組んでいくかという目標立てをしています。	 

各国がそれぞれどんな取り組みをしているのかを発表する場、「持続可能な開発に関するハイレ

ベル政治フォーラム」という会議があります。これは毎年国務大臣レベルの人たちが集まって、

取り組みをプレゼンする場です。2017 年７月 10 日から 19 日にかけてニューヨークの国連本部で

開催され、日本は岸田外務大臣がプレゼンをしました。そこで出した日本のコンセプトが官民パ

ートナーシップ、パブリック・プライベート・アクション・フォー・パートナーシップ、略して

PPAP ですね。ペンパイナップルアップルペンに掛けて、実際ピコ太郎が国連まで岸田外務大臣と

行ったんですよね（笑）。「パブリック・プライベート・アクション・フォー・パートナーシップ	 

ピコ太郎」と YouTube で検索したら、SDGs のペンパイナップルの曲が流れますので、ぜひこれを

見ていただければと思います。	 

	 

企業も率先して SDGs に取り組んでいる	 

あともうひとつが、企業に向けた取り組み。今までは国レベルの取り組みですけれども、企業

の方も率先して取り組んでいます。GRI という組織と国連グローバル・コンパクトという企業な

どが集まった組織が、SDGs	 Compass という企業向けの指針を作っていて、５つのステップで SDGs

を企業経営へ統合していく方法を解説しています。	 

まずは SDGs を理解しよう、企業の中で優先課題を決定しよう、目標を設定しよう、それを企業

へ統合していこう、報告とコミュニケーションを行って進捗状況を把握することで、さらにまた

課題の設定などをしていくという PDCA サイクルを回していこうというものになっています。国連

グローバル・コンパクトは、企業に対してその戦略や事業を進めていき、国連と企業の統合をは

かって、世界全体を持続可能なものにしていこうという考え方で集められた組織で、全部で 163

ヵ国の 9,000 社を超える企業が参加しています。企業の集まりでいうと世界最大の団体、イニシ

アチブという言い方をしますが、団体となっています。	 

では、この SDGs を企業は理解しているのだろうかということで取ったのが、日本での企業の認

知度です。先ほどの国連グローバル・コンパクトの下部組織である一般社団法人グローバル・コ

ンパクト・ネットワーク・ジャパンという日本の組織と、公益財団法人地球環境戦略機関（IGES）

がアンケート調査を行ったものなのですが、日本でグローバル・コンパクトに参加している企業

233 社や団体、一部の自治体にアンケートを取りました。国連に関わっているということもあっ

て、回答企業の 70%は売上高１千億円以上の結構大きな企業ではありますが、そういった企業に

組織における SDGs の認知度を聞いてみたところ、昨年 2016 年にとったアンケートで 84%の CSR

担当はもう定着しているよと答えています。2015 年に採択された当時はまだ 61%だったのですが、

それが 2016 年には一気に伸びてきています。経営層でも意外と認識しています。経営層について

は大体３割はこの SDGs について認識して取り組もうとしている。ただ、中間管理職やステークホ

ルダーに定着しているかというと、そこはまだ定着していないかなという状態です。この SDGs

をどう認識しているかということで考えていくと、一番高いのがその持続可能性に関わる企業価

値の向上として重要、もしくは、これを新たなビジネスチャンスとしても捉えているというのが、

グローバル・コンパクトの会員からの回答。非会員からもアンケートをとっているのですが、や

はりそこよりはグローバル・コンパクトに参加している企業の方が意識が高くなっているという
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ところです。	 

ここからいくつか事例をご紹介して、そのあと質疑の方に移ろうと思っています。企業の取り

組み一つめが、SOMPO ホールディングスの事例で、こちらは結構昔から CSR について、かなり活

発に活動されています。特に気候変動によって様々な災害が起きてしまうと、損害保険会社なの

でどんどん保障をしていかなければいけないということで、もう必死ですよね。気候変動が起き

てしまうから保険代を高くしなければ、そのようなことを考えていかなければいけない組織なの

で CSR をかなり率先してやっていて、この SDGs やパリ協定などの動向を踏まえて、会社の「グル

ープ CSR 重点課題」を SDGs の考え方を使いながら研修を行って社内に定着をさせていこう、もし

くは経営の中でも使っていこうと考えている会社です。	 

もう一つが住友化学株式会社です。様々な化学製品などを作っている会社ですが、こちらも企

業統合、社内への統治ということで SDGs を使っています。こちらは「サスティナブルツリー」と

いうのが特徴的な取り組みなのですが、全グループ会社を入れると数万人と、かなりの数になる

社員に対して、自分の企業活動がSDGsにどう繋がっていくかということをWEBで投稿させました。

2016 年の６月から 10 月に実施したのですが、すごいですね。6,005 件の応募があって、実は自分

がやっていることは持続可能なんですよということを一人ひとりに意識してもらい経営層に届け

ることで、それぞれの社員の考えることを推進して、社員のオーナーシップの強化にも繋げてい

るという取り組みを行っています。	 

実は北海道の企業でも SDGs に取り組んで考え方を取り入れてるというところがありまして、び

っくりドンキーを経営している株式会社アレフさんも、昔からかなり CSR や環境配慮について取

り組んでいます。こちらは今年出した環境報告書、CSR 報告書ですが、アレフがびっくりドンキ

ーの経営の中で、原料を調達します、それを輸送します、お店で使います、食べ残しや調理くず

が出てしまったらそれをリサイクルしますという環境配慮の取り組みを SDGs で考えると、どこに

位置付けられるのかということで取り組んでいます。特に企業として優先的に取り組まなければ

いけないものを設定して、水を守ろう、それから作る責任、使う責任、持続可能な生産と消費を

していく、気候変動に具体的な取り組みをしていこうということに活用しているという事例です。	 

前半戦最後です。日本経済団体連合会（経団連）が、７年ぶりに「企業行動憲章」を改定しま

した。先月 11 月に改定したのですが、その中に経団連としても SDGs に取り組んでいきますとい

う Society	 5.0、経団連が目指す IoT や AI といった日本の技術を活用してどんどん技術革新を起

こしていこうという考え方があるのですが、それを SDGs にも繋げていって企業全体としても活性

に向けて取り組んでいこうという取り組みを行っています。最初に SOMPO ホールディングス、住

友化学、アレフと３つの事例を出しましたが、この活用の仕方としては、最初の２つは企業統治。

社員の中に持続可能性という考え方を取り入れて、企業の経営そのものを持続可能なものにして

いこうというもの。アレフさんは CSR 報告書の中に記載していましたが、あれはどちらかという

と、自分たちがやっている環境活動が、ただ「やってますよ、やってますよ」と言っても一般の

方には伝わりにくいところがあって、それを SDGs という 2030 年までに世界全体がこういう目標

立てています、それに対して今自分はこういう取り組みをしているんだという、周囲に対する立

ち位置を認識させるために、今回の CSR 報告書の中で取り入れたという話を聞きました。	 

前半戦はここまでということで、ここで何かご質問などありましたら受け付けたいと思います。	 
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〈質問者〉	 

10 ページ、11 ページのところで、昨年度と比べて日本が 18 位から 11 位に上がっています。僕の

感覚では、上がっている背景が全く理解できない、むしろ下がっているのではないかと思ってい

ます。これはどこが、国連が判定しているのですか？判断基準は別のところですか？	 

	 

〈佐竹氏〉	 

まず上がっている背景ですけれども、経済成長や温室効果ガス排出量など色々要素があって、上

がる部分もあれば下がる部分もあるというのが実際のところですけれども、これは相対評価にな

るので他の国々とも比べた結果、11 位になりましたと。一応評価としては基本として使われてい

るのがこの 230 の指標です。こちらの指標をベースにして評価をしていまして、評価をしている

のは、国連の関係機関で SDSN というドイツの財団です。国連は色々な組織があって、国連の中で

の開発環境計画などは色々な組織の中で行っていて、今回はこの２つの組織が一緒になって国を

評価してみようということで出しているものとなっています。	 

	 

〈質問者〉	 

横浜市の上場企業から参りました。非常に分かり易い内容で、色々な中にストンと落ちるような

説明で、来た甲斐があるなと思うのですが、実は国連という言葉を聞くと、どうしても一方でグ

ローバルスタンダードという言葉が頭に浮かんで参ります。代表的なものとしては国際標準化機

構の発行しているようなグローバルスタンダードがその一例だと思うのですが、実は CSR 関係に

ついては国際標準化機構も ISO26000 という指針を発行しておられまして、そういった世界共通の

スタンダードと今回の SDGs との繋がり、関係というのはどうなんですか？	 

	 

〈佐竹氏〉	 

まずは ISO などのスタンダードについては、世界全体で基準を作ろうという考え方かと思います。

今回の SDGs については、目標があってそれに対して世界全体で取り組もうということで、目標設

定はされているのですが、それが基準かというと実はそうではなくて、例えば貧困みたいなもの

を見ていくと、日本では日本的な貧困の課題はあるにせよ 1.25 ドル未満みたいな人たちはあまり

いないという中で、この SDGs は取りあえず世界全体ではこんな目標を立てるけれども、各国もし

くは各企業にはその考え方を応用して伸ばせるところは伸ばす、足りないところは頑張る、とい

うような基準といいますか指針みたいなものとして捉えていただいていいのかなと思います。ISO

などベースのここは最低限守りなさいみたいなものに対して、SDGs は上の方にこういう目標を定

めたので皆で頑張ろうというような、性質の違いはあるかなと思っております。	 

	 

〈質問者〉	 

今の答えと少し関係があるのですが、各国で頑張るとますます世界の貧困も差が開きますよね。

この最終ゴールに到る時には、富める国から貧困地域へ、例えば食料もそうです、７億８億食料

の無い国があるわけですが、そこに行くようになる方向に行くのでしょうか。水も無いところも

いっぱいあるわけですね。	 
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〈佐竹氏〉	 

そうですね。そこは SDGs の中でも結構重要なもので、特に経済成長だけを考えてしまうとやはり

貧困の格差がどんどん出て来ると思います。ただその一方で、例えばゴールで言うと 12 番の「作

る責任、使う責任」というキーワード、目標があります。この中には生産から生産調達、それか

ら加工、原料の加工やそういったところに関して、きちんとエネルギーないしは生産者の雇用や

賃金の確保といったものを考えていこうというものがあります。特に最近だとフェアトレードみ

たいなものを札幌市は進めようとしていますが、途上国の人たちが安い賃金で働くところから調

達するよりは、そこに対してきちんとした賃金をお支払いして、正しい生産をしていこう。途上

国だけではなくて先進国も取り組みなさいというのは、まさにそういったところに考え方があっ

て、今まで途上国のことをあまり考えてこないで生産を行ってきたものを、ちゃんと途上国のこ

と考えながら取り組もうということで SDGs は設定されているので、世界全体を底上げしていこう

という目標になっています。そういう考え方で成り立っていて、その企業とか国の取り組みの中

で評価をされていく。やはり評価されるとなると国や企業は取り組まなければいけないと思いま

すので、そういったものも意識付けにはなるのかなと思っています。	 

	 

〈質問者〉	 

先ほどのお話の中で、関連した連鎖。国連の広報では包接的とありますが、それはうんと貧困な

国にも連鎖していく考え方と、とっていますか？	 

	 

〈佐竹〉	 

そうですね、貧困の国も含めて連鎖、世界全体をグローバルに考えていこうという目標となって

います。日本ではそういった取り組みもありますが、やはり世界の先進国としての責任というこ

とで、ODA 予算などそういったところにも、この SDGs の考え方を反映させながら進めていくとい

う形になっています。	 

	 

〈質問者〉	 

もう１点。先ほどの話にもありましたが、SDGs の 17 のゴール、これはとても立派なことだと思

います。その一方で、その右隣の５ページ、富のワイングラスですが、ここのトップクラスの人

たちの利害と相反するテーマですよね。国連などもそうですが、リーダー層というのはこのトッ

プクラスにいるわけですが、彼らがどこまで本気でこの 17 のゴールを目指しているのか。ただの

アリバイづくりなのか、それとも本当にこういうワイングラスは持続可能性がないし、トリクル

ダウンで下げていくことによって、実はもっとみんなが豊かになれるよというところを意図して

いることなのか、その辺りの背景を。	 

	 

〈佐竹〉	 

後段でお話をしようと思っていた、いい質問をいただきました。企業や富裕層のお金を持ってい

る人たちが、これに果たして本気で取り組むのかというところですが、取り組まざるを得ない仕

組みが今作られようとしています。今から後半に入って、お話しようと思います。	 
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なぜ SDGs に取り組むのか	 

	 一応４つ理由を作ってみました。まず１つが、国際的なルール作りへの関与に関するインセン

ティブになる。これも少し後で解説しますが、国際的なルールを作っていくためには誰かが、国

連などが決めるわけですけれども、利害関係のある人にちゃんとヒアリングして、あまり変なも

のを作らないようにしようということで、ステークホルダーとの対話というのも必ず必要になっ

てきます。そのステークホルダーに選ばれるためには、自分の国もしくは自社の国際的な、国連

くらいに物を言えるプレゼンス、存在感というものがやはり必要になってきます。そこでこの

SDGs に取り組んでいるということが重要になってくる、というのが一つあります。	 

	 もう一つが、国民や消費者への取り組みの明確化と巻き込み。これはもう国・企業・自治体全

部に言えると思いますが、先ほどのアレフさんの事例もそうですが、SDGs を活用することで、自

らの立ち位置を伝えることができる。世界全体の目標に対して、自分はちゃんと貢献してますよ

というのを PR することができる。そうすると、そういったものに関心の高い国民や消費者に対し

ての、訴求力の向上に繋がるというのがあります。	 

	 もう一つ、３番目。これもあとで少し解説しますが、投資家対策です。これは特に企業ですね。

これも後でご説明しますが、ESG 投資。今、世界の流れとして持続可能な社会づくりを行う事業

活動を行う企業に対する投資がどんどん増えています。それに対して、SDGs を使って格付けをし

ていこうというような流れも実は出来ていて、企業はこういう投資家がお金を出さないよとなる

と、もう必死ですからね。そういう投資家対策として、この SDGs に取り組んでいるということが

あります。	 

	 あとはパートナーシップ形成、政策提言、補助金、補助金の獲得、これは自治体や市民団体で

すね。最近、国の方でどんどん SDGs も活用していこう、自治体、企業もやっていこうという政策

の流れになっていますので、補助金の条件になってきたりするんですよね。環境省でも、地球環

境基金の来年度の申請は SDGs を使いなさいとなっていますし、SDGs をテーマにすると横の繋が

り、パートナーシップがすごく組み易い。SDGs を一緒にやろうよと言うだけで手を組める、そう

いったものにも使えます。あとはこの SDGs によって強み・弱み、先ほどの国の評価ではないです

が、自治体や団体の強いところ弱いところが見えてきますので、そういったものに対して市民団

体などは政策提言に活用したりというようなことが出来るかなと思っています。	 

	 １番目に出てきたルール作りについて、少し解説しようと思います。外国などの政府に対する

ルール形成プロセスの考え方、経済産業省が外国企業の国際ルール形成事例の調査というのを行

っていて、デトロイト・トーマツ・コンサルティングが調べたものですが、国連や外国のルール

を作る時に、まずはこういったルールを作ろうかなという話をして、その後それを具体的な事業

などに落とし込んでいくルールの設計をする。この設計でいいだろうかというのをステークホル

ダーとのコンセンサスを形成する。ここが結構重要です。あとは、適切なチャンネルを通じて交

渉を実行していくというようなプロセスを組んで、色々なルールが作られています。	 

	 一つ事例を出させていただくと、2007 年に出来て 10 年以上経つ REACH 規制（EU の化学物質に

関する総合的な登録・評価・認可・制限制度）を導入した時に、ダウ・ケミカルという化学製薬

品などを作っている会社が、EU に対して働きかけているという事例です。なぜ働きかけるのかと

いうと、こういう化学物質を扱っている会社が、どれだけ作って、どれだけ運んで、とれだけ使
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われたか全部把握しなければいけないとなると、それは企業のコストなのでお金がかかってしま

う。お金がかかってしまうので、ダウ・ケミカルとしては、出来ればそんな規制は入れて欲しく

ないですよね。入れて欲しくないのですが、格別管理しなければと EU が思っていることに対して、

入れるな入れるな、そんな規制するなと言っても、EU は聞いてくれないですよね。それでダウ・

ケミカルは何を考えたかというと、こういう規制にしたらいいんじゃないですかと、私のところ

ではこんなことが出来ますよというのを、ダウのアメリカ本社から、ダウヨーロッパを介して EU

に働きかけたのです。そういった働きかけがあると EU も「こういう規制ならなんとか企業で受け

付けてくれるのか」ということを考えてくれる。そういったものを EU やアメリカの政府も使って、

どんどん EU に対して働きかけた結果、REACH 規制による規制の対象から、自社売上の 50%前後を

占めてたポリマーというものが除外された。「ポリマー以外はいいよ、どんどん規制してください。

でもポリマーだけはちょっと大変なのでやめてくださいね」みたいなことを働きかけた結果、そ

この部分のコストが増えるのを回避した事例のひとつです。これを言うためには、まずそもそも

EU に対して物言える会社でなければいけないですよね。物言える会社になるためには、例えば今

回でも持続可能な取り組みを行っている、こうした温暖化対策を行っている、そういったきちん

と社会的責任を果たしている会社ではないと EU など国の機関は聞きにくいですよね。悪いことを

やっている会社の言うこと聞いているのかあいつは、みたいなことで言われてしまうので、やは

りきちんとした社会的責任を守っている、そういった会社のことだから聞くんですよというもの

になってくるので、SDGs にちゃんと取り組んでいます、途上国のことも考えてちゃんと社会的責

任を果たしてますよと企業が言うことで、色々な国の機関などに働きかけることができるという

のが、大きい抑制力ではないですけれど、そういった力の源となっているのかなと。それが更に

今回の SDGs が明確化されたというのが大きいと思います。今まであって、さっきのただ「やって

ますよ」というのではなく、ちゃんと取り組んでるんですよというのを見せることが出来るのが

大きいかなと思います。	 

	 もう一つが、先ほど出てきた ESG 投資というものです。こちらの ESG というのは、環境

Environment、社会 Social、ガバナンス Governance 企業統治の頭文字を合わせた言葉で、2006

年に国連のアナン事務総長が機関投資家に対して、この ESG を投資プロセスに組み入れる責任投

資原則というものを提唱しました。これを提唱したことで、機関投資家や銀行がこの ESG という

視点を持ってその企業を評価し始めたのです。その企業がちゃんと環境、社会、ガバナンスに対

して持続可能な経営を行っているかどうか評価して、そういった企業に対して投資をしますよと

いう基準が作られました。そうすると、意外とこれが今どんどん投資が伸びていて、SRI 社会的

責任投資と言われるのですが、世界全体での投資額が大体１京１千兆円、兆の次の単位、円でい

うとその位の金額になるのですが、その４分の１の 2,500 兆円はこの ESG に投資されているので

す。更にその割合は伸びています。こういう動きがあると、ではやはり ESG 投資に対してちゃん

とポイントを取れる会社じゃなきゃいけないだろう、その為にはこういった SDGs にもきちんと取

り組んでいくことが必要だと。その次のページになりますが、この ESG 投資に対して、更にこの

SDGs の視点も使っていこうということで、これも国連関係で国連環境計画金融イニシアチブが、

世界の主要金融機関 19 社と共に、SDGs の達成に向けて金融機関が積極的な投融資を行うための

原則を今年の１月に制定しています。日本の銀行は入っていないのですが、全部で 19 社の銀行が
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入っています。その資産総額が 6.6 兆アメリカドル、約 740 兆円持っている銀行が、SDGs に取り

組んでいる会社でないと投資しないよという動きになっていると、それは企業としては取り組ま

なければいけないですね。日本の方でも動きがあって、日本証券業協会の諮問機関として、証券

業界における SDGs の推進に関する懇談会を９月に設置しています。日本の場合はまだこれからで

すが、そういった証券会社としてもどんどんこの SDGs に取り組んでいこうという動きが出来てい

るということです。先ほどの質問の回答にもなるのですが、口だけで「やってます、やってます」

だけでは、お金が、投資が下りてこない時代に今なってきつつあるというのが現状なのかなと思

っています。	 

	 

自治体と SDGs	 

	 自治体についても少しお話させていただきます。2015 年に国連が採択して、ようやく昨年から

国の方が動き出しました。国が動き出すと次はさあ自治体だという話になっていきます。各自治

体に対して今、国が考えているのが、色々な計画、様々な街作り計画や環境系の計画や方針など、

そういったものを作る時には SDGs の要素を最大限反映することを奨励しますよということで、ま

ず 2016 年の 12 月にできた国の SDGs 実施指針に掲げられました。その次の動きとしては、内閣府

でやっている環境未来都市や環境モデル都市という制度があって、環境に対して率先して取り組

んでいる自治体を未来都市やモデル都市に指定して、どんどん国としても応援していきますよと

いうものです。環境未来都市は、北海道では下川町が、環境モデル都市は下川町の他にニセコ町、

帯広市が選ばれています。残念ながら札幌市は選ばれていないのですが、次の構想として実は

SDGs 未来都市というのがあって、これは来年度の予算要求中のものですが、内閣府がいま財務省

と折衝してそろそろ内示が出ていると思いますが、この SDGs 未来都市に選ばれた自治体に対して、

来年度１自治体あたり１億円定額補助しますよという予算も要求されています。やはりこれから

自治体はどんどんこの SDGs というものを取り入れていかないと、補助金や政策などがやりにくく

なるだろうと思っています。	 

	 最初の自己紹介でもしました、1998 年に作られた 20 年計画の札幌市の環境基本計画が、ちょ

うど今年度終了しますので、今、次の計画を作っています。それが 2030 年に向けた計画となって

いて、体系としては掲げているのものは色々あるのですが、将来上実現するための５つの柱とし

て、①健康で安全な環境、いわゆる公害みたいなものを起こしませんよというのをベースにしな

がら、②低炭素社会、③循環型社会、④自然共生社会に向けて、札幌市としても率先して取り組

んでいきますと。あとは⑤環境教育や産業振興、そういったものにも取り組んでいきますという

計画を作っています。その中で SDGs との関係でどういった取り組みを推進していくと、どのゴー

ルに繋がっていくのかというのを分析したり、先ほどの５つの柱というものの中で色々な目標を

掲げています。例えば大気環境や騒音や河川などにおける環境基準を 2030 年までに 100%達成し

ますよという目標を、案ですが今作っていますが、その中に関連する SDGs のターゲットの考え方

を引用するというような使い方をしています。ただ計画の中に位置づけますよだけではなかなか

進まないですし、普及もしていかないということもあって、あわせて普及もしていこうというこ

とで、今年 6 月に、国の SDGs 推進の円卓会議のメンバーにもなっている慶應義塾大学の蟹江先生

や、うちの市長も登壇して、北大と環境省と一緒になってシンポジウムを開催しました。市長に
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は、SDGs と持続可能な街づくりについて語ってもらいました。	 

	 また、小学校教育の中でも入れていこうということで、毎年その年の新しい１年生・３年生・

５年生に配布して２年間ずつ使ってもらう、環境局で作っている小学生向けの環境副教材の中で

SDGs	 の紹介をしています。ちなみに実は SDGs はもう既に今年の教科書から中学 3 年生の家庭科

や公民に入ってきています。すごいなと思いますが、パリ協定ですら教科書に書いてある時代で

すからね今、びっくりします。子どもからの教育というのが大事だと思ったり、先ほど紹介した

環境未来都市に選ばれている下川町も、実は今、総合計画の中で SDGs で位置づけていこうという

動きがあって、SDGs 仲間になろうよといって連携した取り組みをするということでエシカル消費

や倫理的な消費、フェアトレードというものから考えるワークショップを、札幌から十数人下川

町に行って一緒に考えるという機会を作ったり。そのフェアトレードについては、札幌フェアト

レードタウン戦略会議という市民団体レベルで集まって考え、札幌をフェアトレードタウンにし

ようという動きがあって、それも先ほどの目標 12 の持続可能な生産消費というものに繋がるとい

うことで、札幌市としても参画して応援しているというような状態です。	 

	 こういった取り組みをしていくと、やはり日本の中でもまだ SDGs に対して取り組んでいる自治

体は数自治体しかないですね。札幌市の他だと、北九州市は札幌と同じような動きをしています

し、滋賀県は県知事が SDGs をやるぞと言ってます。そういった取り組みをしていくと、先ほどピ

コ太郎が出てきた今年の７月に開催した持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラムの報

告書の中で、札幌市は頑張っていますよと書いてもらったり、ちょっとピコ太郎に負けてしまっ

たのですが、札幌市長のメッセージが国連の場で流れたり、そういった PR にも使っていけるかな

と思っています。	 

	 持続可能な国、都市になることの波及効果ということで、これは HIS のホームページでたまた

ま見つけてビックリしたのですが、『SDGs ランキング１位のスウェーデンに行って、持続可能な

社会と暮らしを体験する８日間ツアー』というスタディーツアーなのですが「マジか」と思いま

すね。こんなもので使ってくれるんだとちょっとビックリした事例ですが、26 万８千円から 38

万８千円です。もし皆さんよろしければ。というような、実はこんな効果もあったりします。	 

	 

講義のまとめ	 

	 まず前半戦の纏めにいきます。まず SDGs、これは 2030 年に向けた世界の目標です。よく、世

界の共通言語となったと言われます。やはりこのアイコンがあるだけで、国連もそうですが、世

界どの国どの地域に行っても、ああ SDGs をやっているんだねと言われるようになってきます。ま

だ今、認知度は遅れていても 2030 年までありますので、そういう時代になってきている。誰も取

り残さないということを誓って、先進国、途上国に限らず、全ての国、企業、自治体、市民団体、

個人を含む主体が参加をして、達成を目指すものという性格です。また、関連や連鎖などみたい

なものがありましたが、環境が、経済、社会というものに対する課題を同時に解決する統合的な

目標、17 のゴールが他のゴールとも繋がっていく連鎖的な要素を持っていく仕組みです。あとは

持続可能な社会の実現に向けた取り組み、行動も「見える化」。先ほど、立ち位置という話をしま

したが、これにどういう取り組みをして、それがどう繋がっていくのか、世界の目標にどう繋が

っていくのかということが「見える化」できる仕組み。最後に、取り組む思惑というものも色々
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あると思います。国際的なルール作りに参画したり、やっぱりお金が欲しいね、投資家対策、と

いう思惑はあるのですが、やっていることは正しいことだと思いますので、持続可能な社会の実

現に向けて一人ひとり、もしくは全ての主体が取り組むことが重要かなと思っています。	 

	 

ワーク：自身の活動、もしくは、所属組織の活動で、17 のゴールの達成に貢献し得る活動

を考える。	 

講義はここまでにして、少し手を動かしていただこうというところです。少しワークというこ

とで、やってみたいと思います。皆さんのお手元に１枚もので、SDGs17 のゴールと、その回答欄

が書かれた紙が２枚あると思います。2 枚あるのは何かというと、まず１ページ目は皆さんご自

身がこの SDGs の達成に繋がる何か活動や動きをされているかというもので、先ほどの連環とか連

鎖みたいな考え方がありましたが、ご自身の生活の中でこの 17 ゴールの達成に貢献しうる活動を

挙げてください。もしくは、一緒に活動している人、団体との関連、連鎖みたいな形で、じゃあ

それがどういう他のゴールに繋がっているのかということを書いていただきたい。もう１つは今

度は自分ではなくて、ご自身が所属されている組織、会社や団体の事業活動の中で、同じように

どういったゴールに関連しているのかというのをお書きいただければと思います。どちらか１つ

を選んでください。	 

例えばどういう回答があるのかという事例を示したいと思いますが、自分の生活の中でこの 17

のゴールに貢献する活動となりますと、例えばゴールの 13 番、気候変動対策、CO2対策というこ

とで、夏は車を使わないで自転車通勤をしますよ、一緒に活動している人、同僚と自転車で行こ

うぜみたいな話をしています。これは確かに車を使わないので、CO2削減対策に繋がります。ただ、

実はこれは他にも関連していて、自転車通勤をするということは、やはり運動になりますので、

実はこのゴールの３番、全ての人に健康福祉、健康のポテンシャルが上がりますよというものに

も繋がります。更には、エネルギーを使わなくて済む、CO2排出というのはエネルギーを使わなく

て済むので、７番のゴール、エネルギーはみんなで、そしてクリーンに、というのにも繋がる。

また、８番、働きがい経済成長ということで、やはり自分が健康になるということは、それだけ

生産性も上がっていく。やっぱり運動すれば活動的になりますので、そうなると働きがいも生ま

れる。それが、ないしは企業にとっては頑張って働いてもらえるわけですから、そういった経済

成長にも繋がりますし、あと 11 番、持続可能な街作りといって、健康になってくれれば病気にな

るリスクが下がる、ということは、健康保険をそれだけ自治体から支払わなくて済むということ

で街作りにも貢献する。色々なゴールに繋がっていきますよというのが１つ。	 

あとは例えば企業活動で工務店やハウスメーカーだったら、北海道産の木材を使った住宅の建

築、これは 12 番。作る責任、使う責任に繋がりますよ、地産地消になりますよ、森林組合と一緒

にやりますよとなると、今度はその地域材を使うということは地場の森林を経営している人たち

の雇用などにも繋がりますので、貧困を無くそうですとか。あとは、木材を使うということで住

んだ人が少し心地よく過ごせるということで健康にも繋がるかもしれませんし、もしくは高断熱

高気密な住宅を建てれば部屋の中の温度差が少なくなるので、それは血圧が下がったりというの

にも繋がったりする、とどんどん色々なゴールが繋がっていくというものを実感していただきた

いなと思いますので、これから５分くらいお時間を取らせていただきますので、どちらかご自身
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の生活でも企業活動としてもどちらでもいいです。２、３個書いてみていただけますか。	 

	 

－ワークで中断－	 

	 

ちなみにこのワークは、法政大学の川久保先生が学生向けにやっていまして、学生さんたちから

色々なアイデアが出てきているみたいです。それもあとで紹介させていただければと思います。	 

いくつか書けている方いらっしゃいましたので、こんなアイディアがありましたとか、少しお話

しいただけるといいかなと思いますが。	 

	 

〈発表者〉	 

	 私は「個人、ご自身の生活の中で」というところでいくつか書いたのですが、１つは家庭菜園

で野菜を育てる。これは、まず目標は一応飢餓をゼロに２番を書いたのですが、家庭菜園で野菜

を育てればこれが目標でも、例えば 15 番の陸の豊かさを守ろうですとか、ちょっと飛んじゃうの

ですが、野菜を育てることで運動もするので３番の健康のところ、７番のエネルギー、買いに行

ったりとかしなくていいので、そういった７番だとか、気候変動の 13 番と関連するかなと思いま

した。以上です。	 

	 

〈佐竹氏〉	 

いいですね、家庭菜園から健康までイメージが膨らむというのは、すごくいいなと思いました。

あと１人くらいぜひ。	 

	 

〈発表者〉	 

	 ゴール１の貧困を無くそうというところで、子どもに学習支援を加味した子ども食堂を７月か

ら始めています。これに関連して、飢餓をゼロに、全ての人々に健康と福祉を、２番、３番、4

番、8 番、10 番、11 番、16 番、17 番、その辺りが関連するのかな。２番目は、やはり地元のフ

ードバンクのサポートということで、去年の６月にフードバンクが立ち上がったのですが、なか

なか認知度がというか普及しておりませんで、若干個人寄贈主が増えてはきたのですが、なかな

か CSR の観点で地元の食品企業からの食品寄贈というのがまだまだ定着していない部分があって、

その辺りを展開していきたいとなと考えているのですが、ゴールとしては１番、３番、10 番、11

番、16 番です。最後に、私は子ども食堂とかやっていて感じたことなのですが、結構子どもたけ

ではなくて、その親や老人、労働者などみんな孤立しているなということに気が付いて、出来れ

ばそういったような子ども食堂、地域食堂、フードバンクのネットワーク化で一般市民の方たち

もあまり子どもの貧困ということを知られていないので、そういうものを PR していきたいなと。

明日フォーラムが地元であるのですが、以上です。	 

	 

〈佐竹氏〉	 

	 フードバンクの取り組みなどから、貧困や飢饉ゼロや健康などもありますが、10 番は不平等で

すね。不平等は増えています。そういったところにも繋がっているということで、良いお話をい
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ただいたかなと思います。この SDGs との繋がり、先ほど 230 の指標というような形で国を評価す

る指標というのもあるのですが、今、国や大学などの研究機関でも、それぞれの国も例えば日本

だったら日本なりの貧困の課題とかというものもあるだろうと、そういったものを解決するのに

自分たちの指標というものが本当は必要なんじゃないかという議論もされていたりしますし、ま

た色々な地域で自治体として取り組んでいるところはあまり多くないという話を先ほどしました

が、市民団体レベルでの取り組みというのは、全国かなり活動が広がってきていてます。札幌で

も、後ろにいらっしゃいます自由学校「遊」さんがローカル SDGs のローカルアジェンダというこ

とで、札幌で取り組むにはどうしていったらよいのかというようなことを市民の皆さんで考えて、

それに取り組んでいくといった取り組みもされていたりという感じで進んでいるところですので、

皆さんも企業ないしは自分たちの活動の中で、こういった SDGs を使って、先ほど２名の方ですが

お話いただいたとおり、このテーマで何をしなきゃいけないっていうのは決まってませんし、指

標みたいなものもあるしターゲットもあるのですが、自分なりにその取り組みを、この達成に繋

がる取り組みを進めていって、それが同時達成的にどういった関わりを持っていくのかというの

を考えるツールとして使っていただければなと思っていますので、ぜひご活用いただければと思

います。	 

	 

グループで共有した後、全体共有	 

	 

前後の机に座る 5−8 人でグループを作り、各自の取り

組みと関連するゴールについて共有。その後、各グル

ープ（8 グループ）からの発表を、全体で共有した。	 

	 

〈佐竹氏〉	 

皆さまありがとうございました。SDGs、なかなか新しい言葉で触れる機会も少ないかもしれませ

んが、実際の生活、もしくは企業活動の中での取り組みを考えて様々なゴールに繋がっていく、

同時達成になるんだというようなことを共有いただけたかなと思います。私のお話、それからワ

ークについてはこちらで以上となります。	 
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■13:00〜16:40【講義と実習】	 

「SDGs について、ともに考えるファシリテーション技術」	 

	 講師／ファシリテーター	 	 

	 北海道環境パートナーシップオフィス/	 

	 北海道 ESD 活動支援センター	 	 

	 	 溝渕	 清彦様	 

	 

グループワーク１	 

	 午前中のグループセッションで「気づいたこと」をワークシートに記載し、グループ内で共

有した後、４つのグループからその内容をそれぞれ報告して全体で共有した。	 

	 

講義	 

	 参加者の希望に合わせて、グループ

での意見交換を進める場合を想定した、

恊働を促進するファシリテーションに

ついての講義が行われた。	 

・ファシリテーションには、「考え方」

と「技術」が重要	 

・「考え方」としては、4 つのプロセ

ス（共有、発散、収束、決定）を理解し、

それぞれの場面に応じたファシリテーショ

ンのポイントが紹介された。	 

・「技術」としては、きく、かく、みるの

３つのスキルが紹介された。	 

	 	 

ケース演習	 

	 グループで「小学校で SDGs について説明

する」、もしくは「企業で SDGs について説明する」

のどちらかのケースを選び、「提供する情報・知識」

と投げかける「問い」を考えた。それをもとに、活

動のねらいを確認しながら、タイムテーブルごとの

「対象者の活動・学習内容」と「指導・支援の方法

（活用する「情報・知識」「問い」）」で構成され

る 45 分のプログラム案を作成した。その後、全体共

有と講師による講評が行われた。	 	 
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■16:30-16:45	 閉会式、アンケートの記載、修了証交付	 

	 修了証交付	 

	 	 司会	 

NPO	 法人北海道環境カウンセラー協会	 理事	 江本	 匡	 

	 

	 修了証交付	 	 

	 環境省北海道地方環境事務所	 

	 環境対策課	 課長	 遊佐	 秀憲氏	 

	 

	 本日の研修が、大変活発に進行し

良い成果があった。また明日からの

カウンセラー活動に、本日取得され

たものを活かしてくだされば幸いで

すと、挨拶の後修了証の交付がされ

た。	 

	 本年度の全課程修了者は、1５名であった。（欠席者３名）	 
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（４）事後処理	 

①	 	 アンケートの回収・とりまとめ・集計結果の報告	 

研修時に実施するアンケートの回収、とりまとめを行い、集計結果を事務所に報告す

る。	 

②	 	 講師への旅費、諸謝金の支払い	 

研修実施に伴い発生する講師の旅費、諸謝金等の支払い事務を行う。	 

③	 	 実績報告書の作成	 

研修終了後、研修プログラムの内容及び、受講者アンケートの結果を含め、担当者とそ

の記載内容を調整した上、実績報告書を作成した。また、実績報告書の内容については、

北海道地区で登録されているカウンセラーに対して周知する予定である。	 

	 

（５）本業務の総括	 

	 

	 以上、業務仕様書に基づき、平成2９年度環境カウンセラー研修開催業務を実施したところであ

るが、当協会において本研修実施に係る総括を次の通り取りまとめた。本研修の次年度以降の実

施に当たり、参考になれば幸いである。	 

（１） 基調講演には、国際協力機関、自治体、事業者、一般市民、環境保全に関わるNPO・市

民団体等、幅広い分野から多数の参加があった。これは、ＳＤＧsへの関心が高まっている

ことと時宜にかなったテーマ設定であったこととを表していると言えよう。また、一方的

に講演を聞くだけではなく、それぞれがＳＤＧsについて考える個人ワークや、それらを小

グループで共有するワークが行われたことを評価する声が多かった。	 

（２） 午後の講義とグループワークは、今までのカウンセラー研修で、外部のファシリテータ

ーによってワールドカフェ形式でグループディスカッションを行って来た経験が生きたも

のになったという声があった。	 

（３） 会議の4つのプロセス「共有」「発散」「収束」「決定」についてはとても参考になった、

すぐに応用できるまでには至らないが、視点を得たことは今後の活動に活かせるはずだ、

という声があった。	 

（４） 来年度のテーマ、プログラムについて	 

・地球温暖化対策、特にCO2	 排出削減は大きな課題であり、環境カウンセラーとして今後

とも積極的に関わっていく必要がある。	 

・ＳＤＧsについても、引き続き、環境カウンセラーとして積極的に関わっていく必要があ

る。	 
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平成29年度環境カウンセラー研修	 

	 

添	 付	 資	 料	 



 
平成 29 年度環境省北海道地方環境事務所請負業務	 

 26 

資料１-配付資料	 

	 

平成29年度環境カウンセラー研修スケジュール（北海道地区）	 

開催日時：12月1日（土）１０：００～１６：４５	 

場	 所	 ：札幌市環境プラザ環境研修室（札幌市北区北８西３	 札幌エルプラザ２Ｆ）	 	 

定	 員	 ：最大５０名	 	 

10:00〜10:10	 

(10 分)	 

開会・オリエンテーション	 

	 主催者挨拶	 環境省北海道地方環境事務所	 

	 	 環境対策課	 課長	 遊佐	 秀憲	 
午

前

の

部	 

10:	 10〜12:00	 

(110 分)	 

基調講演（一般公開）	 

「SDGs って何だろう？〜なぜ、国、自治体、企業が取り組もうとして

いるのか？」	 

札幌市環境局環境都市推進部環境計画課調査担当係長	 佐竹輝洋様	 

	 12:00〜13:00	 

(60 分）	 

昼食・休憩	 

講義と実習	 

「SDGsについて、ともに考えるファシリテーション技術」	 

講師／ファシリテーター	 	 

北海道環境パートナーシップオフィス/北海道ESD活動支援センター	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 溝渕	 清彦	 様	 

ファシリテーターの役割、準備、意見や気づきを引き出す「問い」「プ

ログラム」についてなど、さまざまな場面で役立つ「ファシリテーシ

ョン技術の向上」について学び、体験する。	 	 
	 

休憩（5 分間）	 

実践研修のふりかえり〜自分は何が変わったか（３０分）	 	 

出席者各自による発表	 

13:00〜16:40	 

(210 分)	 

まとめ（10 分）	 

午

後

の

部	 

16:40〜16:45	 

	 

閉会式〈修了証交付〉、アンケートの記入等	 

解散	 

	 

 
※環境カウンセラーの方は、午前・午後の部の一つでも受講されない場合は、終了要件は、満た

しませんので御注意下さい。 
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資料２-基調講演資料
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Í\ü��˂ō� �Ẏ̓Ī��ƒŵȏǗ�ŒƘŮĎV�²¥�©�¢ć[¢ʻŎ��ĞŧĪ�˂ō�Ý½\ÔĀÞX

ÿ\È^ʮǙ�˂ō_¹˩Ŷ�µ�
Í\ü��¾Āèú� �YýÑûÁĀÞ�¾ĀèúȨ˧V̇̓Ī��ƒŵȏǗ�ŧčň¢˩ŶV�²¥¾ãë\ÐøĀ¢ʚĂ

¹ʆµ�
Í\ü���ŗƂˇ¢̑ż� �YȃĄī�²¥ȃĄĨ¢ŗƂˇ¹̑ż�µ�
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資料４-講義・実習資料（追加分）

6'*V峕峎岮峐岝峒峬峕અ岲峵
崽崉崟嵒崮嵤崟嵏嵛ૼ

୯ਸق ৱ મ ك

୭ਨਲ୭ঃشॺॼش३ॵউड़ইॕ५ དྷ 

�������� ਛ��ফ২ ୭ढ़क़থ७ছشଢ଼ఊقਨਲયك

ਸऋउउिबಉखऎउਵऋदऌॊेअपؚৎ॑ੌा؞
য়थऽखॆअ

ਸभਵपປ॑ൊऐؚরয়पਭऐૃीऽखॆअ؞
ऱधधउॉਵखીइञैؚउ൩ःभુৢਡ॑णऩःटॉؚ؞
ୀःपඳਡ॑ਊथथؚਸभਵ॑യखऽखॆअ

અइ॑യघञीपؚંदमऩऎؚସਖ॑ਔखऽखॆअ؞
ਏऩऒधयऋँोयؚਸऋৄइॊेअपওঔ॑खऽ؞
खॆअ

ॢঝشউदभਔৄઐఌ॑ਤीॊपآ
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ઇइॊऊैઅइऔचॊष
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َઇइॊُऊैَઅइॊُ॑യघष

ંऩঢ়બ ऊै ఞॉअঢ়બ ष

ৌभয়ৃऊैघॊधؼ

َઇइैोॊُऊैَઅइॊُष

ਭऩ ऊै ৬ऩ ष
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णभ५य़ঝگ
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㛵ಀ䛾㉁

ᛮ⪃䛾㉁

⾜ື䛾㉁

⤖ᯝ䛾㉁

ੌ௶भਛ୭ঔॹঝ
ঐ१ॳগش७ॵॶੵఐপ৾ك0,7قॲॽग़ঝ؞य़ઇ౸ 



 
平成 29 年度環境省北海道地方環境事務所請負業務	 

 64 

੶ஈखथؚणऩःदؚତ৶घॊٴ
ધஊभखऔृਫનऔमख؞
खপऌऩધஊदؚళลॅढऎॉध؞
ऌोऩऐोयؚൎपનੳघॊୂ؞
ੲਾृਔৄ॑णऩःदؚৗखः॔ॖॹ॔ऋ؞
েऽोॊऒध॑യघ

ੱ੭जभৄَگइॊ৲घॊُ

ؼযपৌखथشওথংٴ
੶༨ृ੶ஈभ૿ऊैੰଣघॊ؞
भ৶ੰृੳ॑യघৢુ؞
३ঙথ॑ৈीॊشਸभঔॳঋ؞

ؼউট७५৸৬पৌखथٴ
धઍऋજॉऔोؚ؞
ॳشधखथभਔৄऋਛऔोॊ

ਔৄभઁऋॉृऩॉऋ૭ଳ৲औोؚ؞
௷ऐोृৗञऩ॔ॖॹ॔भৄऋയऔोॊ

੶ஈ॑৬धखथठઈलदऌॊ؞

૬রਅ॑ਅपهઅن
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ाॊ

ْങٓघॊ

ٴ ঈঞॖথ५ॺشথॢभफ़ॖॻছॖথقك

⋇ ৠीणऐऩः ¼َजोमठॆढध૮৶टेबُ
⋈ ൽచॉऩ॔ॖॹ॔॑ૢରघॊ ُآउुखौजअَٳ
⋉ ਯ॑লघ ُءऎैःؚःऐजअगूऩःڱअुَٳ
⋊ ऺऊभ॔ॖॹ॔पाऑॊ

ُؼऒभ॔ॖॹ॔॑னऔचञैَٳ
ُؼऒभ॔ॖॹ॔धऒभ॔ॖॹ়ؚ॔৬औचञैَٳ
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資料５-アンケート用紙	 

平成 29 年度環境カウンセラー研修(北海道地区)	 アンケート	 

	 

登録部門	 

	 

(いずれかに○をつけてください)	 

	 	 	 市民	 	 	 	 	 	 	 事業者	 	 	 	 	 	 両部門	 

登録年度	 (登録番号の左４ケタをご記入ください（登録年度)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 年度	 

 
本年度の環境カウンセラー研修を受講いただき、誠にありがとうございました。	 

次年度の研修に向けての参考にするため、アンケートにご協力お願いします。	 

	 

1. 今回の研修を受講した目的は何ですか。もっとも当てはまるものを1つだけ選び、
○印を付けてください。	 

ア. 環境カウンセラーとしてのスキルアップのため	 
イ. 環境問題に関する最新情報を入手するため	 
ウ. 環境カウンセラー相互の情報交換を行うため	 
エ.登録更新の要件(研修の修了)を満たすため	 

オ.その他（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

	 

2. 今回の研修プログラムはいかがでしたか。	 
次のⅰ）ⅱ）の設問について、それぞれ回答を 1 つだけ選び、○印を付けてくだ

さい。	 

ⅰ）午前の部	 基調講演	 「SDGs って何だろう？なぜ、国、自治体、企業が取り

組もうとしているのか」	 

① 活動に得るものがありましたか	 
(得るものがあった	 ・普通	 ・得るものはなかった)	 

② 時間について	 
(長かった	 ・普通	 ・短かった)	 

③ 講演内容はカウンセラー業務の参考になりましたか	 
（十分参考になった	 ・普通	 ・参考にならなかった）	 

	 

※午前の部の感想があればご記入ください。	 

	 

	 

	 

	 

裏面もお願いします	 
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	 ⅱ)午後の部	 グループディスカッション	 

① 時間について(長かった	 ・普通	 ・短かった)	 
② 進行について(よかった	 ・普通	 ・良くなかった)	 
③ ディスカッションについて(来年もしたい	 ・別のことをしたい)	 
※別のことをしたいと答えた方、どのようなことがしたいですか。	 

	 

	 	 

	 

※午後の部の感想があればご記入ください。	 

	 

	 

	 

	 

3. 開催時期、開催日について、ご希望があれば記入ください。	 
（例：開催時期は 10 月、開催日は平日が良いなど・・・・）	 

	 

	 

	 

	 

4. 研修の形式について	 
ア. 本年度と同じような形式でよい	 	 イ.形式を変えてほしい	 
具体的には（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

	 

5. 次年度の研修において、講演で希望するテーマや講師、実施してほしいテーマ等
がありましたら、その理由も合わせてご記入ください。	 

	 

	 

	 

	 

	 

6. その他、研修全体についてご意見等ありましたらご記入ください。	 
	 

	 

	 

	 

	 

ご協力ありがとうございました。アンケートは、お帰りの際に回収箱までご提出をお

願いします。	 
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資料６-アンケート結果	 

平成 29 年度環境カウンセラー研修(北海道地区)	 アンケート集計結果	 

	 

	 平成29年度の研修は、環境カウンセラー15名、一般参加者40名の55名で開催された。環境カウ

ンセラー15名の受講者中アンケートを提出された方は15名であった。（本年の回収率は100％、前

年も100％）。なお、本年は道外からの参加者が１名あった。）	 

	 なお、登録部門および登録年度は次のとおりであった。	 

登録部門	 市民部門：3名、事業者部門：10名、両部門：2名	 

登録年度	 1996年度：2名、1998年度：1名、1999年度：1名、2000年度：1名、	 

2001年度：3名、2002年度：1名、2004年度：2名、2006年度：1名、	 

2010年度：1名、2011年度：1名、2014年度：1名、	 

	 

1． 参加目的について	 

	 スキルアップが60％、最新情報が20％、情報交換が13％であっ

た。（昨年は、最新情報と情報交換がともに35％、スキルアップが

23％、登録要件が6％（1名）であった。）	 	 

	 

2． 研修プログラムについて	 

ⅰ）午前の部	 基調講演「SDGs って何だろう？なぜ、国、自治

体、企業が取り組もうとしているのか」	 

①活動に得るものがありましたか？	 

	 「得るものがあった」が 87％、「普通」が 13％であった。感想に、「わかりやすかった」	 

という声が非常に多かったように、ほぼ参加者全員が評価している結果となった。	 

	 

②時間について	 

	 	 ワークや共有も含めて 110 分のプログラムであったが、「長い」は 1 人もなく、「普通」

が 73％、「短かった」が 13％で、この回答から、充実した内容であったことが窺える。	 

	 

③講演内容はカウンセラー業務の参考になりましたか？	 

	 「十分参考になった」が 80％、「普通」が 7％（1 人）、無回答が 7％（1 人）であった。	 

スキルアップ	 

60%	 
最新情報	 

20%	 

情報交換	 

13%	 

無回答	 

7%	 

得るものがあった	 

87%	 

普通	 

13%	 

普通	 

73%	 

短かった	 

14%	 

無回答	 

13%	 

参考になった	 

80%	 

普通	 

7%	 

無回答	 

13%	 

①	 ②	 ③	 



 
平成 29 年度環境省北海道地方環境事務所請負業務	 

 71 

□午前の部感想 
・ たくさんの参加者があり、皆さんしっかりと考えておられたのが印象的でした。またも

うお一人のカウンセラーの進め方が、グループワークをより良いものにしていたことか

ら、とても参考になりました。	 

・ 一般の方々との交流もあり、つながりを新たに築けた。 
・ 6人のグループ討議、発表の時間が不足していた。 
・ とても分かりやすかった。 
・ 大変判りやすい説明でした。 
・ 身近なことから分かりやすく説明して頂いた。 
・ SDGsの内容が理解できました。 
・ たいへん解りやすかった。SDGsのイメージがわいた。 
・ 再度、研修機会を持っていただきたい。 
・ 大変分かり易い説明だった。今後、SDGsの認識がさらに広まってほしい。 

	 

	 	 ⅱ）午後の部	 グループディスカッション	 

① 時間について	 

「長かった」が 73％、「普通」が 20％であった。	 

	 

② 進行について	 

「良かった」が 7％、「普通」が 80％であった。	 

	 

③ ディスカッションについて	 

「来年もしたい」が 87％、「別のことをしたい」が 13％であった。	 

	 

	 

□午後の部の感想	 

・ 午前の部から環境カウンセラーにファシリテーションを求める”仕掛け”があり良い実

習になった。参加者が少なくて残念。	  
・ ファシリテーションの説明が長いと思います。実技を取り入れるとよい。 
・ グループディスカッションの時間が短い。 
・ 取っ付きにくい面もあったが皆さんと共有することで理解できた。 

長かった	 

79%	 

普通	 

21%	 

良かった	 

7%	 

普通	 

80%	 

無回答	 

13%	 

来年もしたい	 
87%	 

別のことをしたい	 
13%	 

①	 ②	 ③	 
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・ ”発散“と収束を分ける。・・・good! 
・ ファシリテーションの重要性を再認識しました。 
・ 席を移動しないグループディスカッションで落ち着いて意見交換ができた。 
・ 今回のようなカウンセラーとしての技能向上につながれば良い。 
・ 非常に難しい。 
・ ファシリテーションの技術を習得活用したい。 
・ 話し合いを円滑に進めるコツがわかりとても参考になりました。 

	 

	 

3. 開催時期について	 

	 この質問への回答は、7名（参加者15名の47％）あった。	 	 

	 具体的な月では、「11月」、「9月」という意見があった。また、具体的な月の提示はないも

のに、「特にないが秋が良い」や「12月でなく暖かい時期」という意見があった。曜日では、

「土、日」、「土曜日」、「金曜日の午後」があがっていた。	 

	 具体的な記述は、「11月の土、日曜日」「11月が良い」「9月の土曜日」「金曜の午後から」、

「12月でなく暖かい時期」「特にないが秋が良い」「土日が良い」であった。また、開催時期

については、「参加者だけではなく、カウンセラー全体に尋ねた方が良い」とする意見があ

った。	 

4. 研修の形式について	 

	 「本年と同じ形式で良い」が80％、「形式を変えてほしい」が７％（1名）であった。「形

式を変えてほしい」の具体的な内容は、「環境省の施策」であった。	 

	 

5. 次年度の研修において、講演で希望するテーマや講師、実施してほしいテーマ等がありまし

たら、その理由も合わせてご記入ください。	 

・ エネルギー、再生可能エネルギー 
・ 最新の省エネ技術 
・ 予算が合えば芸能人の講演会を企画してほしい。マスコミ報道の知らない一面を見てみた

い。 
 

6. その他、研修についてご意見等ありましたらご記入ください。 
・ 環境カウンセラーの参加率を上昇させることが必要(広報活動)  
・ 段々と参加者が少なくなるので、PR法他も考える必要があるし、カウンセラーの価値感
の要請が必要と思う。 

・ カメラマンの移動が多く、講演の最中出来ないことがあった。 
・ 中身が濃かった。 
・ 若手の育成についての(会員拡大)研修会を企画してほしい。 
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資料７-アンケート用紙（一般参加者用）	 

平成 29 年度環境カウンセラー研修	 公開講演会アンケート	 

	 

環境カウンセラー研修公開講演会にご参加頂き、誠にありがとうございました。	 

今後に向けての参考にするため、アンケートにご協力お願いします。	 

	 

1. お住まいの地域をお知らせください。	 
□札幌市（	 	 	 区）	 □江別市	 □石狩市	 □小樽市	 □恵庭市	 

□千歳市	 	 □その他（	 	 	 	 	 市、町）	 

	 

2. 年齢をお知らせください。	 
□20 代以下	 	 □30 代	 	 □40 代	 	 □50 代	 	 □60 代	 	 □70 代以上	 

	 

3. 講演会を何でお知りになりましたか？(いくつでも、お付けください)	 
□チラシ	 □ポスター	 □家族や知人から聞いた	 

□ホームページ(具体的に	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	 

□Facebook（具体的に	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

メールニュース（□北海道環境財団、□その他	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 

□その他(具体的に	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	 

	 

4. ご来場の動機をお知らせください。(いくつでも、お付けください)	 
□SDGs について知りたかったため	 

□講師の佐竹	 輝洋さんの講演に関心があったため	 

□企業の SDGs 活動の参考にするため	 	 

□環境カウンセラーの活動に関心があったため	 

□その他(具体的に	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	 

	 

5. 参加されていかがでしたか？	 
□得るものが多かった	 	 □SDGs について知る良い機会になった	 

□得るものは少なかったが参考になった	 □SDGs についてもっと知りたい	 

	 

6. 参加されたご感想をご記入ください。	 
	 

	 

	 

	 

ご協力いただき有難うございました。	 
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資料８-アンケート集計結果（一般参加者）	 

	 

	 平成 29 年度環境カウンセラー研修(北海道地区)	 アンケート集計結果	 

	 

	 一般参加者40名の内、23名の回答があった。（回答率58％）	 

1． 参加者の居住地について	 

	 札幌市内居住者が21名で、恵庭市と北広島市からの参加者が各1名あった。	 

	 

2． 参加者の年代について	 

	 回答者の内、50代が6名と一番多く、次いで、20代と60代の5名、40代の4名、70代の2名、

30代の1名であった。	 

	 

3． 媒体について（複数回答）	 

	 「チラシを見た」という方が12名と一番多かった。次いで、「知人から聞いた」が5名、「そ

の他」の4名、「メールニュース」の2名という順であった。	 

	 

4． 参加の動機について（複数回答）	 

	 「SDGsについて知りたかった」が19名、「講師への関心」が7名、「環境カウンセラーへの関

心」が6名、「企業活動の参考にするため」が4名だった。	 

	 

5． 参加した感想について	 

「SDGsについて知る良い機会になった」が14名、「得るものが多かった」が12名、「SDGsにつ

いてもっと知りたいと思った」が4名、「得るものは少なかったが参考になった」が1名であ

った。	 

	 

6． 感想（具体的に）	 

・ 何も事前知識のないまま参加しましたが、とても理解しやすい内容でした。有難うござい

ました。	 

・ 佐竹さん話し上手でした。SDGsの持つ市民性を強調してもらえるとなお良いです。 
・ 参加者の SDGSへの取組を知ることができ勉強になった。SDGｓソングは周りん人たちに
伝えて行きたいです。 

・ 他分野の方の意見が聞けて良かったです。 
・ 普段の業務で SDGｓを意識していなかったが、SDGｓと関連付けた指導ができると思い
ました。 

・ SDGｓという指標がなくても、世界的に取り組んでいけるのがベストであると感じるが、
現状において世界的な”意識付け”の 1 として画期的である。現在は、取り組みはじめと
いうことで大きなムーブメントとなっているが、取り組みを単発的なもので終わらせず、

まさしく持続していくことが大切であると感じる。自分自身の生活や職場で実践していけ
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ることを考え取り組んでいきたいと感じる。 
・ 非常に勉強になりました。有難うございました。 
・ 分かりやっすい説明でとても勉強になりました。もっと学んで自社の取組に早く落とし込

みたいと思いました。有難うございました。 
・ すごく分かり易かったです。有難うございました。 
・ 企業と SDGsについて等、大変勉強になりました。 
・ 現在従事している業務に参考になること多々ありました。環境カウンセラー資格取得につ

いても積極的に考えたいと思います。ありがとうございました。 
・ 佐竹さんのお話が分かり易くユーモアがありとても良かった。なぜ国や企業が取り組むの

か富裕層が本当に取り組むのかについてルール作りや投資など背景の説明が分かり易かっ

た。最後のワークは「えー」と思ったけど共有出来てよかったです。 
・ 良くわかった。皆さんと話すワークショップが良かった。 
・ 環境に限定されない内容で良かった。SDGs を進める意義が単に理念的ことでなく企業行
動としても理解できた。 

・ SDGs についてとても分かり易い講演でした。ワークの時間や共有する時間がもう少しあ
るとよいと思いました。グループで共有するときカウンセラー協会の方がファシリをきち

んとして頂けるともっと良い時間になると思いました。自身の活動の話を長々とする方も

いてグループ共有の時間を理解されていない方が多かったような気がします。 
・ 沢山の環境系の NPO や財団ができて環境に配慮するつもりはよくわかりますが『公益財
団法人北海道環境財団』に統一されていくべき‼道総研と同じにするべき！ 

・ 現役を引退後自己研鑽のため環境問題について多々勉強しようと思っています。今回の

SDGｓ講演で全体像が見えてきました。 
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平成29年度環境カウンセラー研修開催業務実績報告書	 

2018年	 	 2月	 

	 

	 特定非営利活動法人	 北海道環境カウンセラー協会	 

	 〒060-0808	 札幌市北区北8条西3丁目札幌エルプラザ2階	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 札幌市市民活動サポートセンター内事務ブースNo.2	 

	 TEL	 011-737-8505	 	 	 FAX	 011-737-8505	 

	 	 URL：http://www.ec-hokkaido.com/	 

	 

	 

	 

	 

	 

リサイクル適正の表示：紙へリサイクル可	 

	 本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準に従い、

印刷用の紙へのリサイクルに適した材料のみを用いて作成しています。	 


